
 

 

令和２年 第１回定例会 

  

 

美 瑛 町 議 会 会 議 録 

 

 

 （第２号）３月３日 開議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美 瑛 町 議 会 

 

 



 

－ 1 － 
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午前９時３０分 開議 

 

開議挨拶 

 

○議長（佐藤晴観議員） おはようございます。昨日に引き続き、よろしくお願いいたします。

先ほど、出入り口の除菌スプレー、なぜ衣類にかけるなって書いてあるのっていうことを通り

かかった議員さんに聞いたところ、それは漂泊系のものだからだよという風に教えられました。

４６年生きて知らないことだらけで今日はどんな気づきがあるのかなという風に思ったところ

であります。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

開議宣告 

 

○議長（佐藤晴観議員） 本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は１２人であります。本

日の議事日程は、印刷物で配布のとおりであります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議

規則第１２６条の規定によって、６番中村倶和議員と８番桑谷覺議員を指名します。 

 

日程第２ 議案第１７号 令和２年度美瑛町一般会計予算について 

日程第３ 議案第１８号 令和２年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算について 

日程第４ 議案第１９号 令和２年度美瑛町農業研修施設事業特別会計予算について 

日程第５ 議案第２０号 令和２年度美瑛町水力発電事業特別会計予算について 

日程第６ 議案第２１号 令和２年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算について 

日程第７ 議案第２２号 令和２年度美瑛町公共下水道事業特別会計予算について 

日程第８ 議案第２３号 令和２年度美瑛町水道事業会計予算について 

日程第９ 議案第２４号 令和２年度美瑛町立病院事業会計予算について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２、議案第１７号、令和２年度美瑛町一般会計予算についての

件、日程第３、議案第１８号、令和２年度美瑛町老人保健施設事業特別会計予算についての件、

日程第４、議案第１９号、令和２年度美瑛町農業研修施設事業特別会計予算についての件、日

程第５、議案第２０号、令和２年度美瑛町水力発電事業特別会計予算についての件、日程第６、
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議案第２１号、令和２年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算についての件、日程第７、議案第

２２号、令和２年度美瑛町公共下水道事業特別会計予算についての件、日程第８、議案第２３

号、令和２年度美瑛町水道事業会計予算についての件及び日程第９、議案第２４号、令和２年

度美瑛町立病院事業会計予算についての件を一括議題とします。 

 

町政執行方針 

 

○議長（佐藤晴観議員） ここで角和町長から令和２年度町政執行方針について申し出がありま

した。これを許します。 

（「はい」の声） 

角和町長。 

（町長 角和 浩幸君 登壇） 

○町長（角和浩幸君） おはようございます。それでは、令和２年度町政執行方針について申し

述べさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

令和２年第１回定例会に当たり、本年度の町政執行に関する所信と主要な施策について基本

的な考え方を申し上げ、町議会議員の皆さま、町民の皆さまの御理解と御協力をお願い申し上

げます。 

昨年の統一地方選挙で美瑛町長として選任をいただいて以来、町民の皆さま、各機関の方々

から一方ならぬ御指導を賜りました。今日までまちの未来を付託された重い責任にお応えする

ため、山積する多くの課題に対して一瞬の予断も許さぬ気構えを持ち、常に町政の先頭に立た

せていただきました。今この時も正に、一歩ずつではありますが、皆さまの声がきちんと届く

行政、信頼され透明性のある運営を積み重ねて、「対話」で町内をつなぐまちづくりを大切な軸

として、美瑛町の発展のため、精一杯取り組んでいるところであります。 

新しい時代「令和」の２年目が始まりました。本年は、夏季では実に５６年ぶりの国内開催

となる世界的スポーツの祭典「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」が開催されます。

オリンピックの精神は、「スポーツを通して心身を向上させ、文化や国籍など様々な違いを乗り

越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって、平和でよりよい世界の実現に貢献する」

というものであり、この精神はまちづくりの基本的な考えにおいても必要なものであると思い

ます。私たちは次の世代のために、この精神に則り、平和で希望あふれる美瑛を切り拓いて行

かなければなりません。 

しかしながら現在の社会情勢は、顕著な人口減少時代の只中にありながら、毎年発生する自

然災害や収束の気配のない新型肺炎への対応等、町民の皆さまが不安に感じる出来事が常に顕

在化しております。行政の責任として不測の事態を日頃から想定し、あらゆる状況に素早く対
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応できるよう、万全の準備と体制の充実強化を図ってまいります。 

これまで一貫して申し上げ、目標としてまいりました４つのまちづくりの柱として、地域全

体の活力で進める「みんなでつくるまちづくり」、美しい美瑛に相応しい「世界に誇れるまちづ

くり」、町民一人一人が実感できる「しあわせなまちづくり」、安心した暮らしを続けるための

「未来につなぐまちづくり」。これらの実現は、自分に課せられたゆるぎない責任だと感じてい

ます。この基本方針を根幹とし、松尾芭蕉が説いた「新味を求めて変化を重ねていく流行性こ

そが不易の本質である」とした「不易流行」の言葉の如く、いつまでも変化しない本質的なも

のを忘れない中にも、その変化を恐れない姿勢で新しい政策や施策を積極的に進め、町民の皆

さまの笑顔あふれる輝かしい「丘のまちびえい」のために、全身全霊で取り組んでまいります。 

はるか兵庫県から来た小林直三郎が、明治２７年に開拓の鍬を下ろしました。これが今に続

く美瑛町の輝かしい第一歩です。以来、多くの先人たちが幾多の自然災害や数度の十勝岳噴火

災害などにも決してあきらめず、努力を重ねて本町の発展を築いて来られました。 

今、私たちはその先人たちの努力と成果に敬意を払い、美瑛町が力強く歩んできた歴史のよ

うに、この先も一層逞しく歩んで行けるよう、ここに住む皆さま自らの意思を持ち寄り、やさ

しく暖かい風の吹く未来を一緒に描いていきたいと考えております。そのためにも「自治基本

条例」を制定し、「町民のことを、町民が考え、町民のために行動する」町民の皆さまが自治の

担い手となり、暮らしやすいまちを創るための仕組みづくりに努めてまいります。 

国内でも類を見ない「丘のまちびえい」は、消費者に直結した安全で美味しい農畜産物を生

産できる豊饒（ほうじょう）の大地です。そして農業者の生業によって生み出された農村景観

が、観光資源として多くの皆さまに愛されることとなりました。しかし、観光客による農地へ

の侵入や車両の乗り入れ、交通渋滞、その他様々なトラブルが観光公害として表面化しており、

その抜本的な解決に向けて、本年度「観光基本条例」を制定し、農業と観光において今後、良

好な関係が構築される新たな地域モデルとなるよう取り組んでまいります。 

令和２年度は「誰もが住みたい」「住み慣れた地域で暮らし続けたい」まちづくりを一層進め

るため、医療費助成の拡充や妊産婦への支援による子育て支援環境の充実を図り、町民の暮ら

しをダイレクトに応援できる、そして子育て世代が美瑛町に移り住んでいただける施策に取り

組んでまいります。 

本町の歴史は、十勝岳との共生の歴史でもあります。活火山である十勝岳噴火等の非常時に

対応するため、更なる防災体制の整備を図り、近年の大雨等想定を超えた大規模災害にも対応

できる取り組みや組織づくりを進めてまいります。 

本年度は、美瑛町の２０年後、３０年後の未来を創造していくための羅針盤として、新たな

美瑛町の未来を具体的に描く総合計画である「まちづくりビジョン」の策定に着手いたします。 

美瑛町には今、日々多くの「出会い」があります。たとえ一期一会であったとしても出会い
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は様々な形で「つながり」となり、この「つながり」を大切に皆さまとともに心豊かで活力あ

る未来を、皆さまが希望をもって安全安心にいつまでも住み続けることができるまちづくりを

進めてまいります。 

以下、令和２年度の町政の各分野にわたる主要な施策の具体的な推進方策について、次のと

おり申し上げます。 

農業や林業は本町の基幹産業であり、経営基盤の安定強化と、雇用の創出を図るとともに、

商工業、観光業等の異業種との連携を促進し、町内の産業が共に力強く発展していく地域づく

りを進めます。 

我が国の農林業は、ＴＰＰ１１や日欧ＥＰＡの発効に加え、本年１月に発効した日米貿易協

定により、特に北海道の農業経済に対し大きな影響が予想されるため、これまで以上に地域の

特性をいかすとともに、省力化やスマート農業等の導入による強い農業づくりが求められてい

ます。 

昨年開設した農業担い手研修センター「美進」において、本町の担い手である新規就農者が

安定した経営技術を習得し、スムーズに就農できる体制づくりを関係機関と連携を図りながら

進めてまいります。 

高収益作物の振興対策については、重点作物に位置づけているトマト増反への支援に取り組

むとともに、中山間地域等直接支払制度を活用した、農産物の増収や品質の向上を図るため堆

肥運搬助成の増額による土づくり支援の拡充、リモートセンシング技術を活用した登熟度解析

支援、新たにドローン操縦資格取得の支援など各種施策に積極的に取り組んでまいります。 

また、障がい者等の農業分野での活躍を通じて、新たな働き手を確保するとともに、就労や

生きがいづくりの場の創出を図るため、関係機関や団体が一体となった検討委員会を組織し、

美瑛町の農業形態にあった農福連携の推進体制を構築してまいります。 

畜産業については、２年目となる草地基盤整備事業により、良質で安定した自給粗飼料の確

保と民間家畜保護施設の整備を行ってまいります。また、全国的な脅威、懸念となっている

ＣＳＦ（豚熱）やＡＳＦ（アフリカ豚熱）などの対策については、国や北海道の指針を遵守し

ながら、引き続き生産者と関係団体が連携した防疫活動を行い、安全安心な畜産物の生産に努

めます。町営白金牧場においては、預託された育成牛を適正に飼養管理し、酪農家の負担軽減

となる運営を行ってまいります。 

農地基盤整備事業については、朗根内２期地区の事業実施に向けた計画樹立に取り組み、今

後事業を予定している地区において、事業化へ向けた地域協議を進めていきます。また、土地

改良施設の適正な管理への支援を引き続き行っていくとともに、２期目を迎える多面的機能支

払交付金事業の活用により、地域資源の良好な保全や農村環境の向上に向けた取り組みを推進

してまいります。 
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林業については、森林環境保全整備事業補助金による適切な町有林管理を実施するほか、未

来につなぐ森づくり推進事業を活用した、計画的な民有林整備を進めます。また、森林認証林

活用の取り組みにより、環境に配慮した地域材のブランド化や付加価値の向上を図り、持続可

能な森林管理や森林経営を次世代へつないでまいります。 

森林環境譲与税については、森林組合や町内林業関係団体などと有効な活用方法を協議し、

担い手対策などの具体的な林業振興を図ってまいります。 

商工業の振興については、町内に工場などの事業場を新設する企業に対し、固定資産税の減

免措置の期間を延長するとともに、減免率の見直しを行って企業誘致や支援に取り組んでまい

ります。また、商工会と連携を図りながら、町内の中小企業者等が主体となって一層の経営改

善を進めるための経費の一部を助成し、地域経済のエンジンである中小企業者の活性化を引き

続き推し進めてまいります。 

地域経済の活性化には、人口が重要な要素を占めます。移住、定住対策については、新たに

専属の部署を設置し、重点的に人口対策に臨んでまいります。移住施策を一元的に担うことで

効果的、戦略的に人口維持、増加に取り組みます。空き店舗対策についても、引き続き町内中

心市街地の空き店舗を活用し、創業する方に対して開業費用や店舗賃借料の一部を助成すると

ともに、起業、移住、定住対策と一体化した施策の中で人口対策と賑わいの創出に結びつけて

まいります。 

就業支援については、起業創業支援や求人情報の収集発信などを推進し、移住相談の受け入

れ体制の充実を柱として、人口問題解決のためにＵＩＪターン希望者への積極的なアプローチ

を行うとともに、全国各地で開催される移住相談会に参加し、本町の魅力発信と移住希望者へ

の積極的な情報提供に努めます。関係人口、交流人口を増やしていくためにも、「関西びえい会」

の設置に向けて関係団体と協議を進めてまいります。 

中心市街地の賑わいづくりの中核施設として運営している「ふれあい館ラヴニール」、道の駅

びえい「丘のくら」では、顧客のニーズに応える新商品の開発に努めるとともに、物販と宿泊、

体験、飲食が連携した事業展開を進めます。「丘のまち交流館ビ・エール」においても、ギャラ

リーの有効活用を図りながら満足度の向上を図り、観光客にも町民の皆さまにも気軽に利用し

てもらえる運営を目指してまいります。 

美瑛町には、白金温泉をはじめ、彩り豊かな丘の景観など魅力的な観光資源があります。近

年、青い池を中心とする白金エリアの観光入込みが増加していますが、魅力的な観光を維持、

発展させるためには、観光資源の保全管理が重要となるため青い池駐車場を有料化し、新たな

財源として活用する中で、更なる観光振興に努めてまいります。 

白金泉源事業については、１８号井の浚渫整備事業を実施し、温泉の安定供給に努めてまい

ります。 
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通過型観光から脱却し、滞在型観光の推進を図るためにも、道の駅びえい「白金ビルケ」を

拠点とした体験メニューの充実に取り組むとともに、サイクルツーリズムを促進するため、広

域サイクリングコースの路面標示を行います。 

「寬仁親王記念丘のまちびえい宮様国際スキーマラソン」や「丘のまちびえいヘルシーマラ

ソン」を始めとするイベントについても、業務効率の見直しを図るとともに、より魅力的な催

事内容を構築することで、さらに多くの皆さまに美瑛町にお越しいただき、美瑛町を楽しんで

もらうとともに、町民の皆さまとの交流を深める機会を創ってまいります。 

「一般財団法人 丘のまちびえい活性化協会」の運営については、「第２次丘のまちびえい活

性化プラン」に基づき、ＣＲＭ事業による顧客データベースを活用しながら、ＤＭＯ事業の一

層の推進、観光資源を有効に活用した滞在型、通年型の観光地域づくりを進めるとともに、「丘

のまち交流館ビ・エール」を拠点とした地域文化の発信や交流の促進を図り、町民の憩いの場

として更なる利用促進に取り組んでまいります。また、まちの魅力ある資源を最大限活用する

とともに、多様化する商業ニーズにも応え、町内全域の経済活動を牽引する新たなまちづくり

組織の設立に向けた取り組みを加速してまいります。 

本町においては、人口減少に加え少子高齢化が一層顕著になってきていることから、安心し

て子どもを産み、次代を担う子どもたちが、健やかに育ち成長していくための環境整備に努め

るとともに、福祉や保健、医療などあらゆる施策を確実に実施し、町民が互いに支えあい、健

康で生きがいをもって、安心して暮らし続けていけるまちづくりを進めてまいります。 

子育て支援については、「第２期子ども・子育て支援事業計画」に基づき子育て環境の充実等、

子育てに関わる広い範囲の支援に取り組むとともに、町民がわかりやすく、誰もが安心して相

談でき、乳幼児期から継続的に子ども、そして家庭を総合的に支援していくための部署を設置

し、多様な子育てニーズに対応した、一元的な子育て支援に取り組める体制づくりを進めてま

いります。 

保育所や幼稚園の保育料等については、昨年１０月からの幼児教育、保育の一部無償化で対

象とならない２歳児以下の保育料の半額軽減と副食費の助成事業を引き続き町独自の子育て支

援として実施するとともに、各へき地保育所の土曜日の保育時間を拡充し、今後においても関

係機関と連携を図り、町内における保育や教育を必要とする子どもの受け入れ体制の充実に努

めてまいります。 

このほか、中学生までを対象としていた医療費全額助成やインフルエンザ予防接種助成を

１８歳まで拡充するとともに、新たに高校への入学時における就学支援、上川中部圏域緊急サ

ポートネットワーク事業と連携した病児保育の実施など子育て支援の充実に取り組むとともに、

一時預かり事業や学童保育事業等一体的な子育て支援を推進し、安心して子育てができ、全て

の子どもが健やかに成長できる環境づくりに努めてまいります。 
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妊娠、出産支援については、不妊治療、妊婦健診、産後健診や新生児聴覚検査等乳幼児健診、

母子健康相談、母子手帳アプリの活用などに継続して取り組みます。 

また、町外出身者が多く身近に支援者がいない等の実態があることから、本年度より産後

１年間の助産院等への宿泊費助成、助産師が家庭を訪問する母親の心身ケアや育児のサポート

を行う産後ケア事業の費用助成、産科医療機関への健診出産等受診のための交通費助成を新た

に実施し、妊産婦の心身及び経済的な支援を充実してまいります。 

高齢者福祉については、介護予防や日常生活支援、医療介護連携の取り組みを推進するとと

もに、認知症高齢者の理解促進と相談支援の充実を図ります。さらに、老人クラブや地域サロ

ンなど、地域福祉活動と連携した支え合い活動の充実を図ってまいります。また、現在行って

いる高齢者への福祉ハイヤー助成事業を拡充し、高齢者の日常生活の利便性の向上と社会参加

への促進を図ります。 

また、社会福祉協議会については、ボランティアセンターの活動にボランティアポイント制

度を導入し、その取り組みに対して支援してまいります。 

町内で困難となってきている介護施設の人材確保については、外国人介護福祉人材育成支援

事業の取り組みを進めてまいります。また、老人保健施設ほの香においては、非常用発電設備

と空調設備の整備を行い、利用者のための施設機能の向上と福祉避難所としての充実を図りま

す。なお、「高齢者福祉計画」については、令和２年度中に見直しを進め、高齢者が住み慣れた

地域で、自分らしく自立した生活を営むための地域包括ケアシステムの強化を図ります。 

障がい者福祉については、誰もが地域で自立した生活を送ることができる社会を実現できる

よう、各関係機関と連携のもと、障がい者の生活を地域全体で支えることができるサービス提

供体制の構築に向けた取り組みを進めてまいります。 

また、令和３年度から「障がい福祉計画」や「障がい児福祉計画」が次期計画となることか

ら、本年度新たな計画の策定に当たっては、アンケート調査を実施し、障がい者等の意向を踏

まえ、地域の特性にあったサービス提供を計画的に行うための次期計画の策定を進めてまいり

ます。 

健康づくりについては、「健康マイレージ事業」の特典の一部見直しを図りながら事業を継続

し、町民の健康意識の高揚を図るとともに、新たに特定年齢の町民を対象とする歯周病検診を

導入し、糖尿病や循環器疾患と関連が深い歯周病予防の普及、啓発に取り組んでいくとともに、

町民の健康寿命を延ばすことを目的に生活習慣病の重症化予防と介護予防事業を一体的に行う、

「後期高齢者保健事業」を強化してまいります。 

また、がんの予防や早期発見には検診が有効であることから、検診の必要性を広く浸透させ

るための啓発活動や、特定の年齢の方を対象とした乳がん、子宮頸がん検診の無料クーポン券

の交付による受診勧奨及び一次検診後の精密検査勧奨など、検診推進事業に継続して取り組ん
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でまいります。 

地域人口の減少、診療報酬の引き下げ等によって地域医療を取り巻く情勢は、国における医

療制度改革や医療費抑制政策に加え、地域の実情が考慮されていない公立、公的病院の統合再

編への誘導など、先行きが見通せない状況となっています。 

こうした中で、町立病院は住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な医療体制を確保し、

地域医療の中核として安定した医療を提供する役割を担っていることから、旭川医科大学や各

医療機関との連携による診療体制の確保と、充実した医療提供に向けた体制づくりを進めてま

いりました。今後においても、安定した病院運営を継続するため、医療サービスの向上と経営

の一層の効率化、充実した医療体制の確立に努めてまいります。 

社会情勢が大きく変化していく中で、町民一人一人が主体的に社会に関わり、活力あるまち

づくりを進めていく必要があります。 

その鍵を握るのは「人づくり」であり、「つながりづくり」であります。本町が積み重ねてき

た歴史や文化を礎とし、豊かな心と郷土愛を持つ人づくりを進め、充実した町民生活を目指す

ため、関連する事業の一層の充実と各世代のニーズに応じた様々な学びの機会の提供に取り組

み、継続的な事業展開に努めてまいります。 

 将来の地域活性化を担う人材の育成のために「人づくり」として、「少年少女道外研修」を継

続して実施し、道外の歴史や文化、自然に触れる体験学習や企業への訪問、そして社員の方々

との交流を通して、職業に触れるジョブキャリア教育だけではなく、人生の選択肢を増やすた

めのライフキャリア教育にも取り組みます。 

また、地域人材育成研修交流センターについては、官民の異業種研修が昨年終了したことか

ら、今後は異業種研修に参画した企業等に美瑛町をフィールドとした研修等の拠点施設として

の新たな活用を図るとともに、今後も地域の交流の場として、幅広く活用されるよう運営して

まいります。 

文化芸術の振興については、心豊かで潤いのある地域社会の形成を目指し、文化芸術の振興

として芸術文化事業推進実行委員会と連携し「クリスマスレクチュア」などの事業実施や、親

子が一緒に楽しめる人形劇の開催など、幅広い世代が優れた文化芸術に接する機会を提供しま

す。 

また、本町で育まれた文化芸術を未来に引き継ぐためにも、引き続き文化芸術団体の活動を

支援するとともに、町民センターに各世代の町民が集い、学び、交流し多様な活動の場となる

よう、今後も幅広い文化芸術活動に取り組んでまいります。 

スポーツは、心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たすものであり、健康で活力に満ち

た長寿社会の実現には必要不可欠であります。本年も引き続き、「びえい健幸♡嬉しい宣言事業」

とのコラボレーションを実施し、運動を楽しみながら健康づくり、からだづくり、更には仲間
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づくりもできるスポーツ教室やスポーツイベントの開催に取り組み、町民がいきいきと活動で

きる場の提供とその体制づくりに取り組んでまいります。また、普段から継続して軽スポーツ

に取り組めるようスポーツセンターの空き時間を活用し、気軽にスポーツに参加できる仕組み

づくりに努めてまいります。 

町民プールの運営については、利用者ニ－ズに対応した効果的で効率的な運営を図るため、

本年度から指定管理者制度に移行し、民間事業者の蓄積した専門的なノウハウを活用すること

で、経費の節減と魅力的な自主事業の充実を図り、利用者満足度の向上につなげてまいります。 

美瑛町の郷土への理解と愛着を育むことは、いきいきとしたまちづくりを進める上で重要で

あります。先人が今日まで十勝岳とともに培ってきた歴史や文化及び郷土学館「美宙」の天文

台を利用した天文学を「美瑛学」と定義し、多くの町民が美瑛町の持つ財産に触れ、自分の住

む町を深く知るため、幅広い年齢層に向けた講座を開催し、郷土に誇りと愛情を持てる取り組

みを進めてまいります。 

十勝岳ジオパーク構想については、上富良野町と協力し出前講座等を開催し、地域資源の魅

力を広く発信します。また、日本ジオパーク認定に向けてジオガイド育成に努めるなど活動の

推進を図ってまいります。 

学校教育については、子どもたちが生涯にわたって学び続け、様々な社会的変化に対応でき

るよう、生きる力を身に付ける教育を進め、今日では必要不可欠となった情報活用能力の育成

を図るため、学校におけるＩＣＴを活用した学習活動の充実に取り組んでまいります。また、

地域から信頼される学校として、保護者及び地域住民等が学校運営に積極的に参画するコミュ

ニティ・スクールの取り組みを充実し、開かれた学校づくりを推進してまいります。 

学校施設については、美瑛小学校の外構整備や美瑛中学校にエアコンを設置し、学校施設の

機能確保を図り、学習環境の充実を進めてまいります。 

少子化が急速に進行する中、各地域において高校の存続が憂慮される状況にありますが、本

町においても美瑛高校の存在は、まちづくりに果たす役割が非常に大きいものと考えており、

今後においても、高校の存続と魅力化を図るため、高校と地域が一体となった教育活動を展開

できるよう、北海道教育委員会とも連携し引き続き支援に努めてまいります。 

町民が快適で安心して暮らせるまちづくりは、道路や公園、上下水道などの生活基盤の充実

が必要不可欠です。本町の誇る豊かな自然や素晴らしい景観との調和を図りながら、町民がい

きいきと暮らすことができる環境づくりにつながる公共事業を計画的に進めてまいります。 

町道の整備については、移動の円滑化及び維持コストの軽減を図るため、町道朗根内上俵真

布線道路改良舗装事業を始め、継続６事業を推進してまいります。また、新規事業として町道

美沢１８線道路改良舗装事業のほか、３事業に取り組んでまいります。 

美瑛市街地区については、引き続き街路灯ＬＥＤ化事業を実施し、夜間の交通安全及び防犯
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性の向上を図るとともに、電気料等の維持コスト縮減を図るため、防犯協会と連携し、生活環

境の向上に努めてまいります。 

道路及び橋梁維持修繕については、橋梁の定期点検を行うほか、長寿命化修繕計画に基づく

橋梁の修繕設計を行ってまいります。また、住民生活及び地域産業の安定した基盤を作り出す

ため、交通安全施設や除排雪対策、大雨等に備え安全かつ円滑な交通確保を行います。特に集

中豪雨などの異常気象に備え、道路パトロールによる危険箇所の早期発見に努めるほか、土砂

などの流出に伴う道路清掃の充実、排水機能の向上など、町民の生活基盤となる交通網確保の

ために、万全の体制で取り組んでまいります。 

町が管理する河川についても、継続して維持補修に努め、町道や河川の草刈り、清掃などの

環境整備に町民の皆さまの御協力を得ながら、引き続き道路河川愛護会事業への支援及び多面

的機能支払交付金事業と連携した取り組みを進めてまいります。 

町民の交流の場である公園は、公園施設長寿命化点検事業により、都市公園遊具の点検を行

い、パークゴルフ場とともに適切な管理と維持修繕に努めるほか、丸山公園については、園路

及びスタンドの一部改修、憩ヶ森公園においては遊具広場の改修を実施してまいります。 

町内に存在する空き家等については、美瑛町空き家対策計画に基づき長期にわたる放置を防

ぐことで、美しい景観や環境を守り不動産の流動を促進する事業に取り組んでまいります。 

水道事業については、老朽化に伴う機器や配水管の更新を行い、水道施設の適切な維持管理

に努めるとともに、水道事業の健全な経営を図り、水道水の安定供給に努めてまいります。 

下水道事業については、ストックマネジメント計画に基づき管路調査を実施し、また下水処

理場及びマンホールポンプ所改築更新に向け実施設計を行い、施設の計画的かつ効率的な管理

に努めるとともに、下水汚泥コンポストヤードを活用した汚泥堆肥の実用化に向け、農地への

試験施用に取り組んでまいります。 

国から施設管理を受託しているしろがねダムについては、適切に管理を行い、農業用水の確

保に努めてまいります。 

住環境の整備については、公営住宅等の長寿命化を目的とした適正な管理を行うとともに、

中長期の建替計画を踏まえた整備を進めてまいります。 

環境衛生、廃棄物対策については、引き続き分別収集の徹底や地域における集団資源回収へ

の支援を行い、ごみの減量化及び再資源化を進めるほか、不法投棄の防止に努めてまいります。

し尿処理については、引き続き汚泥のたい肥化を進めるとともに、老朽化した処理施設の機能

診断を行い、計画的な施設の維持管理に努めてまいります。 

防災対策については、新たに防災対策の専門部署を新設し、専属の担当職員を配置すること

で町全体に係る防災業務の更なる推進を図るとともに、近年、日本各地で多発している様々な

自然災害を鑑み、万が一の事態が発生した場合においても迅速に対応できるよう、日頃から各
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関係機関との情報交換や研修、訓練などを通した連携強化と防災体制の充実に努めてまいりま

す。 

また、想定し得る最大規模の浸水に対応した洪水ハザードマップの改定とともに、より活用

しやすい新たな「防災ガイドブック」を作成し、防災情報の周知と災害時に備えた対応に取り

組んでまいります。 

 平成２９年より設置を推進している「自主防災組織」については、支援制度の充実を図ると

ともに、地域自らが災害について考え、自発的な共助活動を推進されるよう、広報などを活用

した周知や防災教室の実施など、地域防災力の向上に向けた取り組みを推進してまいります。 

前回噴火から３１年を経過した活火山十勝岳については、本年１月に火山性地震等が増加す

るなど火山活動の活発化を示す現象が観測されており、十分に注意が必要な状況であるといえ

ます。今後においても、砂防事業の整備拡充及び早期完成に向け、関係機関と協議を進めてい

くとともに、十勝岳噴火総合防災訓練の内容充実や十勝岳望岳台防災シェルターの適切な運営

を実施し、町として十勝岳の有事に備えた対応に努めてまいります。 

先人が築いてきた農村景観や文化を守り、住み良いまちづくりを進めていくためには、町民

の皆さまが自らの地域について考え、主体的に関わっていくことが重要であり、地域住民の声

を町政に反映させる手段として「びえい未来トーク」や「町民まちづくり提案事業」を実施し、

行政と町民が一体となった町民参加型のまちづくりを引き続き推進します。 

また、地域課題を一つ一つ解決し、誰もが住み続けたいまち、住んでみたいまちの実現に向

けて町民ワークショップを活用した「まちづくりビジョン」の策定を開始し、新しい美瑛を作

っていくための方向性と具体策を掲げるとともに、データ等を活用した地域経済循環の課題分

析を行うなど、今後のまちづくりにおける政策立案の根幹となる未来図を描いてまいります。 

景観づくりについては、「丘のまちびえい」の発展を一層促すため、「美瑛の美しい景観を守

り育てる条例」に基づく景観重要建造物や景観重要樹木、周辺環境の保全に努めるとともに、

環境美化活動の推進、景観づくりに関する研修やセミナーへの参加促進等、景観を保全し守り

育てるための意識の醸成を図り、美瑛町全体で魅力ある景観づくりを推進してまいります。 

情報発信については、本町の魅力を国の内外へ広く伝えるとともに、近年多発する災害等に

関する情報も含め、広報紙やホームページ、ＳＮＳ等各発信媒体の特性をいかした情報の発信

を推進してまいります。また、幅広い世代に利用されているコミュニケーションアプリ

「ＬＩＮＥ」を活用した防災情報や町の行事等の情報配信を４月から開始し、迅速かつ効果的

な情報発信に努めてまいります。 

町税については、税法に基づいた適正な税務事務を行い、町財政の貴重な財源収入の確保に

努め、引き続き上川広域滞納整理機構との連携による、滞納者及び滞納額の減少に取り組んで

まいります。 
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行財政の推進については、将来を見据えた持続可能な財政運営がなされるよう、町債発行額

を抑制するとともに、ＫＰＩを用いた町政における事業検証を行い、ＰＤＣＡサイクルによる

課題の整理、分析した上で事業の必要性を精査し、予算の透明化と町民の皆さまの意見や提案

を反映した開かれた行政運営に努めてまいります。また、長期的視野に基づく適切な公共施設

のマネジメント実現のため、国の指針に基づく公共施設等総合管理計画の改定業務と個別計画

の策定に取り組みます。 

予算の執行については、健全な財政基盤の維持はもとより、より効果的、効率的な財源の活

用による将来にわたる負担適正化を図るとともに、常に町民の皆さまの声に耳を傾けて適正な

行政サービスを提供し、町民満足度の向上を目指してまいります。 

以上、令和２年度の町政執行に臨む所信並びに主要な施策の概要について申し上げました。 

むすびに、私たちは今、美瑛という美しく穏やかなまちに住んでいます。昨年、町制施行か

ら１２０年の節目の年を迎えた美瑛町は、今だけ存在しているのではなく、今だけ良ければい

いものでもありません。今日まで営々と進められてきたまちづくりの歴史を、さらに未来に向

かって昇華させ、しっかりと私たちの子々孫々へ引き継いでいくものでなければならないと思

っています。 

「理想のまち」という響きは漠然とし、個人によっても望むゴールは千差万別であると思い

ます。しかし、まちづくりは決して一人でできるものではなく、ここに住む町民の皆さまが主

役となり、行政との協働なくして実現できないものであります。ここで暮らしたいと町民の皆

さまが望むことを一つずつでも実現することが、結果としてすべての皆さまが幸せな暮らしを

実現できる、住んで良かったと思える、「理想のまち」づくりの実現につながっていくものと考

え、町外から訪れる人々にとっても、心の安らぐバリアフリーなコミュニティが存在する魅力

ある美瑛町を目指し、町民の皆さまとともにまちづくりに取り組んでまいります。 

町議会議員各位並びに町民の皆さまの一層の御支援と御協力をお願い申し上げ、令和２年度

の執行方針といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育行政執行方針 

 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、千葉教育長から令和２年度教育行政執行方針についての申し出

がありました。これを許します。 

（「はい」の声） 

千葉教育長。 

（教育長 千葉 茂美君 登壇） 

○教育長（千葉茂美君） おはようございます。令和２年度教育行政執行方針を述べさせていた
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だきます。よろしくお願いいたします。 

令和２年第１回定例会の開会に当たり、令和２年度の教育行政の執行に関する方針について

申し上げます。 

現在、グローバル化や高度情報化、人工知能（ＡＩ）などの技術革新が急速に進み、社会が

大きく変化し、未来への予測が困難な時代にあって、子どもたちに身に付けるべき力は、変化

を前向きに受け止め、自ら課題を見つけ、学び、考え、判断して行動する力です。また、他者

と協働して課題を解決したり、様々な情報を見極め再構築したり、感性を働かせながら、明る

い未来を切り拓いていこうとする資質・能力です。 

この実現には、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を子どもたちに育む必要があり

ます。「何のために学ぶのか」という学ぶ意義を共有しながら、思考力、判断力、表現力などを

育むことが重要です。 

子どもたちの健やかな成長には、確かな学力に加え、豊かな心を育むことが不可欠です。豊

かな情操や規範意識、他者との共生や異なるものへの寛容さ、困難を乗り越え物事を成し遂げ

る力を育成します。 

また、一人一人の教育的ニーズに応じた多様で柔軟な仕組みと学びの環境を整備し、障がい

のあるなしにとらわれることなく、すべての子どもが合理的配慮のもと、適切な指導や必要な

支援が受けられるよう取り組んでまいります。 

さらに、ふるさと美瑛を愛し、美瑛の歴史や文化、自然などとかかわる体験活動を重視した

「ふるさと教育」や、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付ける

「キャリア教育」を進めてまいります。 

子どもたちの成長を支えるために、学校・家庭・地域の連携・協働による「地域とともにあ

る開かれた学校づくり」を推進するとともに、コミュニティ・スクールの充実を図ります。 

美瑛町教育振興基本計画が示す教育の目標や方向性を基に、子どもたちの学びを支援するほ

か、生涯を通じて自らの人生を設計し、活躍することができるよう、必要な知識・技能の習得

や健康の保持・増進に資する生涯学習を推進してまいります。 

町の魅力や活力を創出し、郷土への愛着や誇りを持ちながら持続可能な地域を支える教育力

の向上を図るとともに、町民一人一人が生き生きと学び続ける環境づくりを通して、心豊かに

輝くまちづくり、人づくりに資する教育行政の充実と発展に取り組んでまいります。 

以下、主要な施策について申し上げます。 

最初に、学校教育について申し上げます。子どもたちが、様々な社会的変化を乗り越え、必

要な資質や能力を身に付けることができるよう、「主体的・対話的で深い学び」の視点に基づく

授業改善を進めるとともに、教育効果を高める「カリキュラム・マネジメント」を実践してい

くことが重要です。そのために、各学校での組織体制の改善・充実、年間指導計画に基づいた



 

－ 18 － 

学力・意欲の向上のための各種取組、授業の目標を示し「見通し」や「振り返り」を位置付け

た学習活動など、日常の授業の充実を図るよう努めてまいります。また、どの学校でも校内で

共通した学習規律の徹底を図り、一貫した指導の確立を目指した取り組みを進めてまいります。

子ども一人一人にきめ細かな対応と指導の充実を図るため、教育指導助手を引き続き配置しま

す。 

基礎学力の定着や学習習慣の確立を図るために、放課後や長期休業中に、各学校で取り組ん

でいる学習サポートや教育委員会が主催する「小学生学習ルーム」を引き続き実施します。 

小学校では、新学習指導要領が完全実施となり、外国語教育では、３・４年生で外国語活動、

５・６年生で教科化となります。外国語専科指導教員と外国語指導助手を配置し、生きた英語

に触れるとともに、国際理解教育・外国語教育の推進に努めてまいります。また、プログラミ

ング教育に関する教科等の横断的な指導や教育的思考を含む情報活用能力の育成など、道教委

の研究実践校である美瑛小学校と連携しながら、小学校全校でその教育の充実に向けて取り組

んでまいります。 

これからのＩＣＴ社会を生き抜く力を育み、将来の可能性を広げるため、既存のＩＣＴ機器

を有効に活用するとともに、国の「ＧＩＧＡスクール構想」による高速通信ネットワーク環境

の整備と、児童生徒に一人一台の端末を年次的に整備するよう進めてまいります。本年度は、

学習の理解を深める映像などを活用し、分かる授業の実現や学習意欲の向上を目指して、指導

用デジタル教科書を全小学校に導入します。 

自分が生まれ育った美瑛についての学習を通して、郷土への愛着や郷土の中での自分の生き

方を考え、子ども一人一人が自らの可能性を引き出すことができるよう、小学校３年生から６

年生まで、「十勝岳の防災」、「大地の成り立ち」や「地域資源を活用したまちづくり」等、発達

段階に応じた内容のふるさと教育に引き続き取り組んでまいります。中学校では、将来、社会

的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら自分らしい生き方を見つめ、将来

の進路選択について、より高い理想を持った生徒を育成するため、道内研修を実施するなどの

キャリア教育を進め、夢や目標を持ち続ける意識を育むなどの取り組みを進めます。 

美瑛町の特別支援教育では、障がいのあるなしにかかわらず、すべての子どもを対象とした

教育に取り組んでいます。すべての子どもへの支援体制を円滑に進めるため、必要に応じての

校内支援委員会の開催や定期的な教育相談など、また、様々な機会を活用しながら学校や関係

機関などと情報を共有し、保護者などの理解を得るよう、子どもの実態に即した切れ目のない

支援教育に取り組んでまいります。子ども一人一人への支援体制の充実のため、特別支援教育

専門員を増員配置します。小・中３校に通級指導教室を設置して、個々の特性に合わせた支援

教育を通じて、学力の保証や自立に向けて、指導の充実を図るよう努めてまいります。 

学びのスタイルの違いから起きる「小１プロブレム」に対しては、小学校全校で小１スター
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トカリキュラムを作成し、また、就学前の子どもへの教育・保育・療育のニーズに適切に対応

するため、幼児期のアプローチカリキュラムを作成し、関係者による子どもの発達等に係る合

同研修を行ってまいります。 

また、学習環境や生活環境等の大きな変化に適応できないといった「中１ギャップ」を未然

に防止するため、道教委の未然防止事業の推進地域の指定を受けて、小中全校で取り組みを進

めています。引き続き、人間関係を築く力の育成や社会的スキルを身に付け、集団での適応を

図る取り組みを進めてまいります。 

小学校と中学校が共に義務教育９年間を見通した系統性・連続性を重視し、連携を深めてき

ました。引き続き、中学校教員による小学校へ、または、小学校卒業時担任による中学校 1 年

生への「出前授業」をはじめ、授業公開や授業交流などを通して、これまで以上の小中連携に

努めてまいります。 

子どもたちが、心身ともに健やかに成長していくためには、豊かな情操や、責任感、規範意

識、他者への思いやりや自己肯定感などを育むとともに、健康の保持増進や体力の向上が重要

です。そのために、指導方法等の工夫改善や指導体制の充実を図る必要があり、研修会を通し

て教職員の指導力向上を図ってまいります。 

いじめや不登校対策については、学校と家庭が連携し、「児童生徒理解・教育支援シート」な

どを活用しながら「未然防止、早期発見・早期対応」に努めてまいります。併せて、美瑛町生

徒指導連絡協議会を通して、小・中・高が共通認識の下、さらに連携を深めるとともに、関係

する機関や団体、地域と連携し、いじめ防止等に関する啓発に努めてまいります。 

また、子どもや保護者が適切な教育相談が受けられるよう、心の教室相談員、スクール・カ

ウンセラーやスクール・ソーシャル・ワーカーの配置など、福祉関係機関とも連携し、教育相

談体制をさらに充実してまいります。 

社会における情報化が急速に進展する中、スマートフォンの不適切な利用による犯罪等の被

害、ゲーム依存など、未然防止に向けて、保護者、警察などの関係機関の協力を得て、正しい

ネット利用の定着に向けた情報モラル教育の充実を図ってまいります。 

子どもたちにとって読書をすることは、言語活動を促すとともに、感性や創造性を豊かにし、

人生をより良く生きる力を身に付ける上で欠かすことのできない活動です。学校図書館におい

ては、子どもたちの自主的な読書活動を支援するために、引き続き、図書館司書を定期的に巡

回配置します。また、学校図書館システム等を有効に活用することにより、本が必要なときに

は、いつでも入手できることから、利用する子どもの増加が期待されます。今後も、読書環境、

学習環境の充実に努めてまいります。 

体力の向上は、心身の健全な発達を促し、精神的なストレスの発散、生活習慣病の予防など、

健康の保持・増進に欠くことのできないものです。日常生活において体を動かす機会の設定や
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スポーツイベントへの参加促進など、学校・家庭・地域が一体となった子どもたちの運動機会

の確保に今後も取り組んでまいります。 

子どもたちが正しい食習慣を身に付けるよう、栄養教諭を中心とした食に関する正しい知識

と健全な食生活を実践するための指導など食育活動を推進します。学校給食においては、安全・

安心に配慮し、地元食材を取り入れるなど献立内容の充実を図ってまいります。バイキング給

食や小・中学生を対象としたアグリスクールなどの食の体験学習を通じ、地場の農産物への理

解と愛着を深め郷土愛を育んでまいります。 

子どもたちが、様々な人々とかかわり、多様な経験を重ねながら、新しい時代を生き抜いて

いく力を身に付けるためには、学校はもとより、家庭や地域社会が、教育の場として十分な機

能を発揮することが重要です。 

開かれた学校づくりを推進するためにも、「コミュニティ・スクール」の更なる充実が必要で

す。この取り組みは、保護者や地域の方々が学校運営に積極的に参画することにより、地域の

特性を生かした特色ある学校づくりや学校を核としたコミュニティ活動の推進が期待されます。 

各学校では、学校運営協議会などを中心に、花壇整備への協力や学習サポートの支援など様々

な取り組みが行われており、徐々に成果が表れてきているものと認識しています。これまで以

上に、地域とともにある学校づくりを目指し、学校・家庭・地域が連携・協働した取り組みを

積極的に進めてまいります。 

子どもたちの健やかな成長や保護者の負担軽減等を図るため、学校給食費の無償化や「丘の

まちびえいすくすくサポート事業」による新入学学用品等の贈呈、修学旅行費用に対する一部

助成事業などの継続、また、スクールバスを運行し、遠距離通学者等への支援に努めます。 

子どもたちが、土曜日を有意義に過ごすことができるよう、学習要素を取り入れた「土曜学

習」事業に引き続き取り組んでまいります。 

近年、子どもを取り巻く家庭環境が様々な理由により、安定していない傾向にあります。こ

れまで以上に、保健・福祉担当部局とより連携を図り、家庭に寄り添った相談支援の充実を図

ってまいります。 

学校施設については、美瑛小学校の環境整備や美瑛中学校エアコン設置工事などを行い、学

習環境の充実に努めてまいります。 

子どもたちが安心して登下校できるように、交通ルールの指導徹底、通学路の安全確保のた

めのＰＴＡ、地域見守り隊などによる点検パトロールの実施や通学路交通安全プログラムに基

づく効果的な取り組みを推進するほか、「子ども１１０番の家」などの防犯対策の取り組みなど

も引き続き実施してまいります。 

学校教育は、子どもや保護者はもとより地域住民との信頼関係の上に成り立っています。子

どもの教育に直接かかわる教職員には、高い倫理観が求められています。子どもの手本となる
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べき立場にあることを改めて自覚し、学校教育に対する信頼を損なうことのないよう、引き続

き服務規律の保持に努めてまいります。 

少年団活動や部活動の指導をはじめ、不登校やいじめ問題への対応など、学校現場が抱える

課題の多様化に伴い、勤務が長時間にわたり、教職員の長時間労働が社会問題になっています。

教職員の勤務時間を把握するとともに、学校における働き方改革「北海道アクションプラン」、

町で策定した「教職員の負担軽減に向けて」や「美瑛町立中学校の部活動運営方針」等により、

長期休業中の学校閉庁日の設定や部活動休養日を設けるなど、働き方を改善し、子どもと向き

合う時間の確保など、学校運営の改善を促してまいります。 

また、校務支援システムを美瑛小学校と美瑛東小学校に導入します。児童の名簿や成績など

を電子化することで、関係する教員の誰もが共有でき、学校全体でよりきめ細かな学習指導や

生活指導を行うことができるとともに、教員の業務の負担軽減にも繋がるよう取り組みを進め

てまいります。 

これからの教職員には、学級経営力や児童生徒理解力に加え、授業改善や教材研究、学習評

価の改善・充実などに必要な力が求められています。さらに、小学校における外国語教育の教

科化やプログラミング教育など、新たな課題に対応できる力量を高めることも必要です。 

教職員自らの課題解決や指導方法の向上を目的とした、先進地等への研修制度の充実を図る

とともに、道教委をはじめ関係機関が実施する各種研修事業への参加促進に努めるほか、魅力

ある学校づくりに資する、本町独自の教職員研修を引き続き実施してまいります。 

少子高齢化や地域コミュニティの希薄化、雇用形態の変化など、社会構造の急激な変動に対

応し、様々な課題を解決するための取り組みが求められています。人生１００年時代の中で、

一人一人が長い期間をいきいきと、より充実した生涯とするために、地域における社会活動や

交流事業に主体的に参加し、それぞれのライフスタイルに応じた適切な学習を行うことができ

る環境づくりを進めることが必要です。 

また、社会全体で子どもたちの健全な育ちを支援するため、学校や地域、関係団体と連携・

協力し、学校外における各種学習・体験活動の充実を図ることが必要です。 

第９次美瑛町社会教育中期計画が最終年となります。これまでの「きっかけ」、「つながり」、

「やりがい」の三つの重要な柱で進められている「人づくり」をさらに推進し、次期中期計画

の策定に取り組んでまいります。 

だれもが気軽に楽しく参加できる公民館事業では、町民の皆さまが結びつきを深め、豊かな

暮らしができるよう取り組みを進めてまいります。 

成人を対象とした「いきがいづくり講座」や「大人カルチャースクール」では、創作系の事

業などを実施し、新たな趣味づくりの「きっかけ」や、参加者間の「つながり」を生み出す場

の提供に努めます。 



 

－ 22 － 

高齢者が喜びと生きがいを持ち、学生同士の親睦を深めながら活動する「すずらん大学」で

は、町内小学生との異世代間交流や施設見学など、多くの人たちとふれあう場所を提供し、町

民の皆さまとの「つながり」を支援してまいります。 

様々な年齢、立場に関わらず多くの人たちとふれ合える「びえい出会いふれあい祭り」事業

では、児童生徒や町内の文化サークル等が日々の活動の成果を発揮する「やりがい」の場とし

て、事業を推進します。 

次代を担う子どもたちが、豊かな自然や歴史、文化にふれる体験学習を行う「自然とふれあ

いの里」や、親子のふれあいを目的とした食育講座を実施し、家庭教育の充実を図ってまいり

ます。 

本町の社会教育施設の適正活用や大雪青少年交流の家等の教育関連施設と連携・協働し、学

習機会の拡充と学習結果の実践につながる取り組みを推進してまいります。 

公民館分館については、地域課題に即した事業や講座の支援と地域の活性化を促進するため

に本館と分館が連携し、公民館全体の活動となるよう質の向上を図ってまいります。 

図書館は、地域の情報や学習活動の拠点であり、あらゆる世代の町民の生涯学習活動の核と

なるための大きな役割を担っています。各世代に応じた図書の購入、郷土資料の収集、整理、

保管に努めるほか、北海道立図書館等関係機関と連携しながら、読書環境を充実させるよう進

めてまいります。 

図書館の利用促進を図るため、図書館フェスティバル・季節ごとの各種イベントの開催、町

民の作品等のギャラリー展示や図書の企画展示を行うほか、本年度より、週一日開館時間の延

長を行い、これまで以上に利用しやすい環境作りに取り組んでまいります。 

読書への関心をさらに深めていただくため、読書通帳の更なる普及と、中学生以下の子ども

を対象に、読書通帳を一冊終了するごとに本を贈呈するなどの取り組みを継続して進めてまい

ります。 

また、読み聞かせボランティアグループの協力によるお話し会や、赤ちゃん親子に読み聞か

せの大切さを伝えるブックスタート事業を継続します。 

子どもたちにとって身近な場所である学校や児童館への団体貸出を継続して行うとともに、

図書館司書の資格を持つ職員が定期的に学校訪問し、読書環境の整備と朝読やブックトーク、

調べ学習などの読書活動への支援を引き続き行ってまいります。 

以上、教育行政の各分野における主要な方針をご説明申し上げました。町議会議員の皆さま

並びに町民の皆さまの御理解と御協力を心からお願い申し上げ、令和２年度の教育行政執行方

針といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） １０時４５分まで休憩します。 

休憩宣告（午前１０時２９分） 
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再開宣告（午前１０時４５分） 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

これから各議案の提案理由の説明を求めます。はじめに、議案第１７号について提案理由の

説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○総務課長（小杉昌敏君） おはようございます。議案第１７号の提案理由につきまして、ご説

明を申し上げます。美瑛町各会計予算書の１頁をお開き願います。令和２年度美瑛町一般会計

予算は、総額では９２億８，２００万円となり、前年度当初予算と比較して３．３％、２億

９，３００万円の増となりました。はじめに議案条文を朗読し、その後、予算内容の説明をさ

せていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、予算内容の説明に当たりましては、本予算書と別冊の各会計予算説明書によりご

説明を申し上げます。はじめに、別冊の令和２年度各会計予算説明書により、説明をいたしま

す。予算説明書の２２頁をお開き願います。３、一般会計予算の説明になります。一般会計予

算の説明につきましては抜粋して朗読し説明といたします。冒頭の１０行を省略し、１１行目

の本町における、からになります。 

本町における令和２年度予算編成において、町税は総額で前年度比１，７３０万円（１．６％）

増の１１億１，８９２万４，０００円を計上しました。 

普通交付税の推計に当たっては、令和２年度地方財政計画を考慮するとともに、本町の特殊

要因を勘案し推計したところ、交付推計額は前年度比３，０００万円（０．７％）増の４３億

７，０００万円となり、うち５，０００万円を財源留保し、前年度比１億円（２．４％）増の

４３億２，０００万円を計上しました。また、臨時財政対策債については、地方債計画で示さ

れた全体額が前年度比３．６％となったことから、財源調整を含み前年度予算額対比で５．２％

減の１億８，０５０万円を計上しました。特別交付税については、前年度実績見込みを考慮す

るとともに、ルールに基づき算入される中山間事業算入分などを含み、前年度比０．１％減の

３億４，９５０万円を計上しました。 

地方交付税に臨時財政対策債を加えた交付税額は、前年度比８，９６０万円（１．９％）増

の４８億５，０００万円、財源留保分も加えた交付税額は、前年度比１，９６０万円（０．４％）

増の４９億円となりました。 

令和２年度においては、将来にわたるまちづくりを進めていくための「まちづくりビジョン」

を始めとする各種計画の策定に係る費用、子育て支援環境の拡充など誰もが安心して住み続け
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られるまちづくりを推進する費用を計上し、また町民の皆さまからいただいた提案について事

業効果や予算規模などについて検討を行い、行政として実施できるいくつかの提案について事

業化を行いました。今後のまちづくりの推進に向けては、より魅力ある美瑛町の創造に向けた

新規施策の実施に加え、老朽化する公共施設等の維持補修関係経費など多くの財政需要が見込

まれる中で、予算編成に当たっては、これまで積み上げてきた基金について目的に応じて有効

に活用するとともに、可能な限りでの経常経費の見直しなどを図り、予算編成を行いました。 

この結果、令和２年度一般会計予算の総額は、前年度比２億９，３００万円（３．３％）増

の９２億８，２００万円となりました。 

以下、２９頁までの予算の説明及び３０頁から４８頁までの資料につきましては、説明を省

略させていただきますので、後ほどご高覧をお願いいたします。 

続きまして、各会計予算書の説明となります。各会計予算書に戻っていただきまして、予算

書の２頁をお開き願います。第１表歳入歳出予算です。 

１、歳入、合計額のみ申し上げます。３頁の下段になります。第１款町税から第２１款町債

までの歳入合計が９２億８，２００万円でございます。 

次に、歳出になります。４頁になります。２、歳出も合計額のみ申し上げます。５頁の下段

になります。第１款議会費から第１４款予備費までの歳出合計が９２億８，２００万円でござ

います。 

次に、６頁になります。第２表債務負担行為でございます。事項、期間、限度額の順で読み

上げます。事項、令和２年度美瑛町担い手総合推進事業により新規就農者が美瑛町農業協同組

合より借入する貸付金の損失補償、期間は令和２年度から令和１４年度でございます。限度額

は損失補償１，０００万円でございます。 

次に、７頁になります。第３表地方債です。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還

の方法の順に読み上げます。なお、起債の目的は個別の起債事業名は省略をさせていただきま

す。緊急防災減災事業、限度額２，５９０万円、起債の方法、証書借入又は証券発行、利率

３．０％以内、償還の方法、政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合に

はその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短

縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 

以下、辺地対策事業、過疎対策事業は、起債の方法、利率、償還の方法は同じでございます

ので、起債の目的、限度額のみ申し上げます。辺地対策事業、限度額１億３，０７０万円、過

疎対策事業、限度額２億３，９４０万円、臨時財政対策債、限度額１億８，０５０万円、起債

の方法、証書借入又は証券発行、利率３．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資

金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法は省略を

させていただきます。合計限度額、５億７，６５０万円。次の歳入歳出予算事項別明細書、
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８頁から１７２頁までは説明を省略させていただきます。 

次に、１７３頁をお開き願います。給与費明細書でございます。給与費明細書については町

特別職、議会議員、その他の特別職及び一般職並びに会計年度任用職員の人数、給与費などに

ついて前年度と比較して、それぞれ１７７頁まで記載をしてございます。説明につきましては

省略をさせていただきます。 

次に、１７８頁になります。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年

度末における現在高の見込みに関する調書につきましては、合計額のみ申し上げます。１７９

頁の下段になります。合計、平成３０年度末現在高１４９億３，２７７万８，０００円、令和

元年度末見込額１４２億２，８３５万円、当該年度中起債見込額５億７，６５０万円、当該年

度中償還見込額、元金と利子を合わせた計でございますが、１６億１，６１０万円、当該年度

末現在高見込額１３２億５，３４９万４，０００円、交付税算入額、当該年度１０億

６，６５２万６，０００円、Ｄのうち９５億９５７万５，０００円。なお、備考欄に実質公債

費比率の平成２９年度から令和元年度までのそれぞれの比率を記載しておりますので、後ほど

ご高覧をお願いいたします。 

次に、１８０頁になります。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末ま

での支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書につきましては、

実質的に町の負担が伴うもの、実質的に町の負担が発生しないものに区分して記載しています。 

それぞれの合計額のみ申し上げます。はじめに、実質的に町の負担が伴うものの合計になり

ます。次の１８２頁、１８３頁をお開き願います。１番下の欄になります。実質的に町の負担

が伴うもの、限度額５億１，９８９万４，０００円、前年度までの支出額１億６，３９６万

６，０００円、当該年度以降の支出予定額２億９，８０５万７，０００円、左の財源内訳、特

定財源、国・道支出金４３０万５，０００円、その他２億５，３０６万５，０００円、一般財

源４，０６８万７，０００円。 

次の頁になります。１８４頁をお開きください。実質的負担が発生していないもの、限度額

１億４，０００万円、前年度までの支出額４，５００万円、当該年度以降の支出予定額

９，５００万円、左の財源内訳中、一般財源９，５００万円、以上でございます。以上で議案

第１７号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第１８号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

平間保健福祉課長。 

（保健福祉課長 平間 克哉君 登壇） 

○保健福祉課長（平間克哉君） おはようございます。それでは、議案第１８号の提案理由をご

説明申し上げます。各会計予算書の１８６頁をお開き願います。令和２年度の美瑛町老人保健
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施設事業特別会計予算につきまして、はじめに、議案条文を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

以下、１８７頁から１９６頁までの歳入歳出予算などについての説明は省略させていただき

ますので、後ほどご高覧願います。 

次に、別冊の各会計予算説明書のご説明を申し上げます。予算説明書の４９頁をお開き願い

ます。朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

老人保健施設事業特別会計予算説明。老人保健施設「ほの香」は、介護を必要とする高齢者

の自立に向けた支援と医学的管理、看護、介護、機能訓練や栄養管理、食事、入浴などの日常

サービスを提供する施設です。 

高齢者にとって最も望ましい生活の場は、住み慣れた自宅であり、要介護高齢者が在宅での

生活復帰を目指すため、利用者一人一人の状態や目標に合わせ、適切なケアとサービスを提供

し、家庭や地域社会の結びつきを維持しながら生きがいを持った療養生活を送れるよう支援を

してまいります。また、要介護認定を受けた在宅高齢者の方が、元気で生きいきとした日常生

活を過ごせるよう引き続き、訪問リハビリテーションにも積極的に取り組んでまいります。 

本年度の歳入歳出総額は、前年度同額の９，６７３万４，０００円を計上しました。 

以下、令和２年度の予算概要は説明を省略させていただきます。以上で、議案第１８号の提

案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第１９号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

吉川農林課長。 

（農林課長 吉川 智巳君 登壇） 

○農林課長（吉川智巳君） おはようございます。議案第１９号の提案理由につきまして、ご説

明申し上げます。各会計予算書の１９７頁をお開き願います。令和２年度の美瑛町農業研修施

設事業特別会計予算につきまして、はじめに議案条文を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

以下、１９８頁から２０８頁までの歳入歳出予算の説明につきましては、省略させていただ

きます。 

次に、別冊の各会計予算説明書の５０頁をお開き願います。朗読をもって説明にかえさせて

いただきます。 

５、農業研修施設事業特別会計予算説明。本町の農業研修施設は、美瑛町農業技術研修セン

ター「みのり」を多くの農業者の皆さまにご利用いただいており、また、美瑛町農業担い手研

修センター「美進」では、担い手となる新規就農者のための研修施設として運営しております。 

農業技術研修センターは、農作物の試験栽培や試験ほ場の保全管理、農畜産物の加工研修及
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び土壌診断業務を行ってまいります。 

農業担い手研修センターは、本町で就農を目指す担い手の居住、宿泊及び研修の拠点として、

管理運営を行ってまいります。 

本年度の歳入歳出総額は、１，９０５万２，０００円を計上しました。 

以下、歳入歳出の概要につきましては朗読を省略させていただきます。以上で議案第１９号

の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第２０号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

（水道整備室長 長野 克哉君 登壇） 

○水道整備室長（長野克哉君） 議案第２０号の提案理由をご説明申し上げます。各会計予算書

の２０９頁をお開きください。令和２年度美瑛町水力発電事業特別会計予算につきまして、は

じめに議案を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

以下、２１０頁から２２５頁までの歳入歳出予算などについては省略をさせていただきます。

次に、別冊の各会計予算説明書の５１頁をお開き願います。朗読をもって説明にかえさせてい

ただきます。 

６、水力発電事業特別会計予算説明。平成１５年度より運転を開始した水力発電施設は、美

瑛川のしろがね頭首工より流域変更導水路を経て、しろがねダムに注入される水力エネルギー

を利用して発電し、その電力を町が管理する基幹水利施設に供給することにより、維持管理費

軽減を図っており、引き続き適正で効率的な運営に努めます。 

本年度の歳入歳出総額は、前年度比４万４，０００円（０．１％）増の４，０００万

３，０００円を計上しました。 

以下、発電規模及び予算の歳入歳出の概要につきましては、朗読を省略させていただきます。

以上で議案第２０号の提案理由の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第２１号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） 議案第２１号の提案理由をご説明申し上げます。各会計予算書

の２２６頁をお開き願います。令和２年度美瑛町白金泉源事業特別会計予算につきまして、は

じめに議案条文を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 
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以下、２２８頁から２４４頁までの歳入歳出予算などの説明につきましては省略をさせてい

ただきます。 

次に、別冊の各会計予算説明書の５２頁をお開きください。朗読をもって説明にかえさせて

いただきます。 

７、白金泉源事業特別会計予算説明。白金泉源事業は、白金エリアの観光資源の一翼を担っ

ており、温泉利用者へ天然温泉「かけ流し１００％の湯」の安定供給が求められております。 

このことから、１８号井浚渫工事を実施し、泉源施設の効率的な管理を図るとともに一層の

経費節減と経営の安定化に努めてまいります。 

本年度の歳入歳出総額は、前年度比１，５７６万円（９９．７％）増の３，１５６万

８，０００円を計上しました。 

以下、歳入歳出の概要につきましては朗読を省略させていただきます。以上で議案第２１号

の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第２２号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） 議案第２２号の提案理由をご説明申し上げます。各会計予算書

の２４５頁をお開きください。令和２年度の美瑛町公共下水道事業特別会計予算につきまして、

はじめに議案条文を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

以下、２４８頁を除いて、２４６頁から２６７頁までの歳入歳出予算などにつきましての説

明は省略をさせていただきます。 

次に、別冊の各会計予算説明書の５３頁をご覧願います。朗読をもって説明にかえさせてい

ただきます。 

８、公共下水道事業特別会計予算説明。２行目までを省略し、３行目から朗読申し上げます。

下水道事業は、長期にわたる多額の建設投資と管理経費が必要であり、使用料収入のみでは運

営が厳しく、その経費の一部を一般会計からの繰入金で賄っていることから、今後も経営の効

率化に努めてまいります。 

歳入については、経営の根幹となる使用料を前年度並みとし、消費税増額分を増収としまし

た。 

歳出については、美瑛下水処理場のストックマネジメント計画に基づき、老朽化が進む設備

機器等の改築更新に向けた実施設計を行い、施設の長寿命化を図るとともに美瑛下水処理場の

安定した運転管理に努めます。 

本年度の歳入歳出総額は、前年度比２２９万５，０００円（０．８％）増の３億２７２万
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３，０００円を計上しました。 

以下、歳入歳出の概要につきましては、朗読を省略させていただきます。次に各会計予算書

にお戻りいただきまして、予算書の２４８頁をお開き願います。債務負担行為及び地方債でご

ざいます。朗読をもって説明にかえさせていただきます。第２表債務負担行為、事項、令和２

年度水洗便所等改造資金貸付に伴う利子補給、期間、令和３年度から令和６年度、限度額、貸

付実績額に対する利子相当額。 

続きまして、第３表地方債、起債の目的、公共下水道事業、限度額３５０万円、起債の方法、

証書借入又は証券発行、利率３．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金につい

て、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、償還の方法、政府資金につい

ては、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、

町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えする

ことができる。以上で議案第２２号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第２３号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） 議案第２３号の提案理由をご説明申し上げます。各会計予算書

の２６８頁をお開き願います。令和２年度の美瑛町水道事業会計予算につきまして、はじめに

議案条文を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

以下、２７１頁から２９６頁までの水道事業会計予算実施計画以降につきましての説明は省

略をさせていただきます。 

次に、別冊の各会計予算説明書の５５頁をお開き願います。朗読をもって説明とさせていた

だきます。 

水道事業会計予算説明。水道事業においては、本町の人口減に伴い給水人口も年々減少して

おりますが、安定した給水需要により、経営状況は概ね良好に推移しております。適正な収入

支出と効果を見極めながら、持続可能な水道インフラの実現を目指してまいります。 

なお一層の経費節減と経営の健全化に努めつつ、必要な施設・設備の更新を推し進め、災害

等のリスクに強い、安全で良質な水の安定供給に取り組んでまいります。 

以下、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の概要につきましては省略をさせていただ

きます。以上で議案第２３号の提案理由の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第２４号について提案理由の説明を求めます。 



 

－ 30 － 

（「はい」の声） 

観音町立病院事務局長。 

（町立病院事務局長 観音 太郎君 登壇） 

○町立病院事務局長（観音太郎君） それでは議案第２４号の提案理由につきましてご説明を申

し上げます。各会計予算書の２９７頁をお開き願います。はじめに議案条文を朗読し、その後

内容をご説明いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以下、３００頁から３２９頁までの予算実施計画などの諸表、各明細書、予定貸借対照表及

び予定損益計算書につきましては説明を省略させていただきますので、後ほどご高覧ください

ますようお願いいたします。 

次に、別冊の各会計予算説明書の５８頁をお開き願います。朗読をもって説明とさせていた

だきます。病院事業会計予算説明。地域医療を取り巻く情勢は、国における２０２５年を見据

えた医療制度改革や医療費抑制政策、地域の実情が考慮されていない公立・公的病院の統合再

編への誘導や地域医療構想の検討など、先行きが見通せない状況となっています。 

こうした中、町立病院は地域医療の中核を担う病院として、住み慣れた地域に暮らし続ける

ために必要な医療体制の確保と安定した医療提供のために、旭川医科大学や各医療機関との連

携による診療体制の確保と、充実した医療提供に向けた体制づくりを進めてまいりました。 

地域人口の減少や診療報酬の引き下げ等の状況が続いておりますが、安定した病院運営を継

続するために、一層の経営効率化と充実した医療体制の確立に努めてまいります。 

本年度予算は、事業収益及び事業費用は１２億２，２９０万円、資本的収入は１，５６８万

円、資本的支出は１億２，４５１万２，０００円とし、資本的収支の不足額１億８８３万

２，０００円は過年度分損益勘定留保資金で補てんします。 

以下、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出につきましては説明を省略させていただき

ます。以上で議案第２４号の提案理由を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） これで８案件についての提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。はじめに８案件に関連する事項について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで８案件に関連する事項の総括質疑を終わります。 

次に、議案第１７号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１７号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第１８号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 
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質疑なしと認めます。これで議案第１８号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第１９号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１９号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第２０号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第２０号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第２１号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第２１号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第２２号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第２２号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第２３号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第２３号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第２４号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第２４号についての総括質疑を終わります。 

おはかりします。ただいま一括議題となっています、議案第１７号から議案第２４号までの

８議案の審議については、議長を除く１３名の委員で構成する令和２年度美瑛町議会予算審査

特別委員会を設置して付託審査することにしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、ただいま一括議題となっています、８議案の審議につい

ては、議長を除く１３名の委員で構成する令和２年度美瑛町議会予算審査特別委員会を設置し、

付託審査することに決定しました。休憩中に予算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選

を行います。 

しばらく休憩します。 

休憩宣告（午前１１時３４分） 

再開宣告（午前１１時５１分） 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

休憩中に、令和２年度美瑛町議会予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選が行われ
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ましたので、その結果を報告します。令和２年度美瑛町議会予算審査特別委員会の委員長に、

５番大坪正明委員、副委員長に１２番山本賢一委員。以上のとおりであります。 

以上で本日の日程は全て終了しました。 

おはかりします。３月４日から３月１１日までの８日間は、議事整理等のため本会議を休会

したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、３月４日から３月１１日までの８日間は、本会議を休会

することに決定しました。なお、町政執行方針並びに教育行政執行方針に対する質問など、一

般質問の通告書の提出期限は本日午後５時までとしますので、質問者は事務局へ提出してくだ

さい。 

 

散会宣告 

 

○議長（佐藤晴観議員） 本日はこれにて散会します。 

 

散会挨拶 

 

○議長（佐藤晴観議員） はい、とりあえず２日間お疲れさまでございました。今日マスクを、

今日もですね、マスクをして説明いただきました。中々しゃべりづらいという部分、息がしづ

らいとかあると思うんですけども、マイナスなことばっかり考えるんじゃなくて、昨日から何

かプラスはないのかなという風に考えていたんですが、ひげを剃らなくてもばれないとか、鼻

がちょっと垂れてもばれないとか、あと何かね、女性は保湿効果もあって、美容に良いのかな

なんていう風にも考えるところでございます。そんなことを言いながらですが、これ以上です

ね、このコロナウイルスがですね、大きく広がっていかないことをですね、心から願うのは皆

さまと同様に私も願っているところであります。ですが、今、一般質問提出期限、今日と言い

ましたが、万が一の不測の事態、来週ありますが、もしかしたら、その時にはスタイルを変え

るという可能性もご了承いただいて出していただければという風に考えているところでござ

います。とりあえず２日間お疲れさまでした。ありがとうございます。 

午前１１時５３分 散会 
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上記のとおり相違ないことを証するため、ここに署名します。 

 

    令和２年４月１７日 

 

美瑛町議会 議 長  佐 藤 晴 観 

 

        議 員  中 村 倶 和 
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